
 
支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

８１８ 高アンモニア血症等に対するラクツロース又はラクチトール水和物

散の算定について 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するラクツロース（ラクツロース・シロップ 60%等）又はラ

クチトール水和物散（ポルトラック原末）の算定は、原則として認められる。 

⑴ 高アンモニア血症 

⑵ 肝性脳症 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ラクツロース（ラクツロース・シロップ 60%等）やラクチトール水和物散（ポ

ルトラック原末）は、分解・吸収されることなく下部消化管に達し腸内で細菌

により分解され有機酸を生成することにより腸管内を酸性化し、腸管内細菌

の発育を抑制させ、腸管でのアンモニア産生抑制及びアンモニアの腸管吸収

抑制作用を有する。その結果、血液中アンモニアが低下し、また、高アンモニ

ア血症に伴う肝性脳症を改善させる。 

以上のことから、高アンモニア血症、肝性脳症に対するラクツロース（ラク

ツロース・シロップ 60%等）又はラクチトール水和物散（ポルトラック原末）

の算定は、原則として認められると判断した。 
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